
 

埼玉県 

＜報道発表資料＞ 

     

  

令和３年度「埼玉わっしょい大使」の任命について 
 

 埼玉大学の学生からの政策提言を受けて、平成２９年度から大学生を「埼玉わ

っしょい大使」に任命し、インスタグラムを使った県産農産物のＰＲを行ってき

ました。 

 令和２年度からは「埼玉わっしょい大使」をより発信力のある一般の方に変更

して、埼玉県産農産物の旬の情報や、生産者の声、素材を生かした調理方法など

を発信してきました。 

 このたび、令和３年度の募集をしたところ、１７名の方から応募がありまし

た。応募動機に埼玉県産農産物についての愛着が感じられるか、フォロワー数が

多いかなど様々な視点での審査を行い、本日５名を任命しました。 

 「埼玉わっしょい大使」には、今後一年間にわたり、御自身のインスタグラム

アカウントを使い、県産農産物や農産物を使ったグルメなどの写真・動画を紹介

文とともに投稿していただきます。 

 

１ 任期 
  令和３年５月１９日（水曜）～令和４年５月３１日（火曜） 

 

２ 活動の内容 
（１）県産農産物の写真、農産物を使用したグルメの写真などを、紹介文ととも

に、大使自身のインスタグラムに投稿し、ＰＲする。 

（２）各大使は月に１回以上のテーマ投稿をする。 

（３）ほ場見学や年４回の研修会に参加し、埼玉県産農産物についての知識を深

め、より効果的な県産農産物のＰＲ方法等について研修する。 

 

３ 令和３年度「埼玉わっしょい大使」（５名）（敬称略、順不同） 
米澤 麻里絵 

川内 彩 

保井 ひろゆき 

木村 翔平  

鈴木 知佐子 
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